
どんな人でも
応募できるのですか？

　北区役所では、“つながる・つなげる（Link北区）”をキーワードに、これから５年
間のまちづくりの指針となる「北区民つながるプログラム」を策定しました。
　区民の皆さんと北区の資源（＝「自然・まち・地域コミュニティ」）が、「知る・触れ
る・関わる」３つの段階を経てつながることで、北区の地域力が向上することを目指
し、みんなで取り組む今後５年間（平成２８年度～３２年度）のまちづくりを18のプ
ロジェクトとして取りまとめています。
　この中から、興味や関心があるものを選び、まずは自分でできることから進めて
いくことで、活動を通じて身近な地域や北区を知り、愛着を深め、主体的に行動し
ていく「自分ごと」「みんなごと」のまちづくりを目指します。

「北区基本計画」および『北区民つながるプログラム』に
掲げる取組に該当する北区内で行われるまちづくり活
動に対して、費用の一部を補助します。補助は、チラシ・
パンフレットの印刷代や材料費など様々なことに利用
できます。（４ページ参照）

北区役所では、区民の皆さんの自主的・自発的なまちづくり活動を支援するため、その費用の一部
を補助する「北区民まちづくり提案支援事業」の募集をしています。今回、この支援事業を詳しく
解説するとともに、これまでに支援を活用された団体さんの取組を紹介します。

多くの団体さんが
「自分たちのまちを良
くしたい」との想いの
もと、北区のまちづくり
活動に取り組んでい
ます。

北区にお住まいの方や北区に通
勤・通学されている方を中心とする
団体さんなど、北区に関わりのある
方なら誰でも応募できます。

「自分ごと」「みんなごと」で進めるまちづくり

▲ 抜き取ってお読みください ▲（1） （4）

まちづくり提案支援事業徹底ガイド

魅力あふれる
活動で
いっぱいですね！

提案支援事業って
なんですか？
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次のページで
ご紹介します。

実際に、どんな活動をしている
団体さんがいるのですか？
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市民しんぶん北区版
特集号

一般部門

募　集　内　容 補助率（補助上限額）
対象経費の５０％
（30万円）

対象経費の90％
（30万円）

対象経費の90％
（30万円）

特定部門

地域コミュニティ加入促進

北部山間交流支援

学区まちづくりビジョン策定

これまで地域活動に関わりが少ない若者や事業者に自治会の加入を促
す町内会または自治会等の活動
「北山三学区まちづくりビジョン」を推進するため、自治会などの地域団
体またはそれらの団体と連携したグループが自主的に取り組む活動
シニア世代、子育て世代等多様な地域住民で構成された自治連合会等
地域コミュニティ組織による地域の特性を活かした学区ビジョンの策
定に向けた活動

大学連携部門

　「北区基本計画」に掲げる、まちの将来像を実現するための施策・取組の10の分野（ホームページ「京都市北区基
本計画」で検索）」および「北区民つながるプログラム」の１８のプロジェクト（下部参照）のいずれかに該当する事業

事務用品等の消耗品
講師等への謝礼金
材料費
会場使用料
交通費（公共交通機関）
チラシ、パンフレット、
ポスターの印刷代、
デザイン代　など

●
●
●
●
●
●

●
●
イベントの保険料
資料郵送費

【対象事業】　平成28年４月１日～平成29年３月31日に、北区内で実施されるもの。 
＊同一または極めて類似した事業に対する補助は連続３回までです。

【学生による無償労務提供について】　
事業の実施に直接関わる活動に無償で従事する学生の活動時間数に、500円を掛けた額を、５万円を上限として上乗せできます。

【これまでに補助の対象になったもの】

    いずれもその他要件がありますので、お問い合わせください。

北区役所で
冊子を

配布中です。

　一般部門に該当する事業のうち、大学の研究成果を地域に還元する事業または学生が地域住民と
共同で地域課題の解決などを行う事業（ただし、調査・学術研究を主たる目的とした事業は除く）

北区民まちづくり提案支援事業 募集中です

リンク

詳しくは　北区民つながるプログラム  で検索

01.

02.

03.

04.

北区の木、森、川、田畑などの
自然に関わる仕事や
暮らしを知る！
身の回りの環境や
ごみ問題への関心を持つ！ 

健康づくりに向けて、
北区の自然に触れる！ 
子どもや子育て世代が、
自然に触れる機会を
つくる！

05．山間地との
持続的交流を進める！ 

06．豊かな自然環境の
保全・継承に向けて
関わる！

多様なまちの
魅力を知る！ 
公共交通や公園などの
有効な使い方を考える！

07．

08．

０９.
10.

地域の歴史文化に触れる！ 
産業や文化を身近に
取り入れる機会をつくる！

11.

12.

何度も訪れる
仕組みをつくる！
空き家を活かして、
暮らしや文化に関わる！

13.

14.

移り住んだ人も、
地域活動を知る！ 
大学、学生と地域が、
お互いを知る！

大学、学生の力を
地域課題解決につなげる！
世代や立場を超えた
地域での関係をつなげる！

17.
18.

15.

16.

大学と地域が関わりあう！ 
学区ビジョンの策定など
を通して地域活動や
自治会に関わる！

自然
と

まち

知る 触れる 関わる

（産業・文化など）

と

地域
コミュニティ

と

応募前に、まずは区役所にご相談ください。
　事前相談は５月２７日（金）まで受け付けています。
（相談窓口が混み合う場合がございますので、来庁される場合は、
事前に地域力推進室企画担当（☎432-1199）までお電話ください。）

応募締切 ６月３日（金）
応募方法

申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて、
北区役所地域力推進室まで持参、郵送またはメールにて提出してください。


